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第１章 背景と目的 

本市では、市立墓地の供給、葬儀、火葬といった斎園事業をその時々の市民の方のニー

ズに応じて取り組んできた。 

近年、少子高齢化の進展にともなう多死社会の到来や核家族化のさらなる進展など、社

会情勢が変化している中で、墓地、葬儀、火葬に関する市民の意識やニーズが変化してき

ている。 

このような状況の中、斎園事業（市立墓地、市営葬儀、火葬）に関して、市民のニーズ

への対応と包括外部監査で指摘された内容を踏まえ、現状の課題整理を行い、本市の状況

に合った今後の斎園事業の方向性を示すこととした。 

 

第２章 斎園事業を取り巻く状況 

１．多死社会の到来 

国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社人研」という。）の推計によると、本市では

令和 27 年（2045 年）に年間死亡者数のピークをむかえ、それ以降は減少に転じる見込み

である。 

また、全国の年間死亡者数のピークは令和 22 年（2040 年度）と見込まれており、本市

の場合、それより 5年程度ピークが遅れてやってくる。なお、本市では、令和 2年から令

和 32年までの 30 年間に約 176,000 人が亡くなると想定されていることから、多死社会に

対応した斎園事業を展開していく必要がある。 

 

 
 図 1 本市の人口及び年間死亡者数 

（出展：西宮市統計書、将来推計人口・世帯数（兵庫県）、 

日本の地域別将来推計人口からみた将来の死亡数（社人研）） 

実績値 推計値 単位：人 
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２．墓地ニーズの多様化 

（１）市立墓地に関するニーズ 

 令和 5 年度に実施した市政モニター調査の結果によると、お墓や納骨堂の維持について

「維持したいと考えている」が約半数を占める一方、墓じまいを考えている層が約 2割と

なっており、今後も市立一般墓地の返還が一定数発生することが想定される。また、「新

たにお墓や納骨堂の取得を希望しない。」が 8 割以上を占めており、その理由として承継

や維持管理費に関する不安が約 7 割となっていることから管理・承継を必要としない墓地

のニーズが高まっていることが見て取れる。 

希望する墓地・納骨堂として、自治体が管理運営するものとしているものが過半数を占

めていることから、市立の墓地・納骨堂には一定のニーズが保たれていると考えられる。 

 

【参考】令和 5 年度市政モニター調査（抜粋） 

問 「お墓・納骨 堂を持っている」方で、あなたの世帯のお墓や納骨堂を将来にわたって

維持していこうと考えられていますか。いずれか１つを選択してください。 

 
問 あなたの世帯は今後お墓や納骨堂の取得を希望しますか。いずれか１つを選択してく

ださい。 

 
問 お墓や納骨堂の取得を希望しない理由は何ですか。あてはまるものをすべて選んでく

ださい。 

 

48.9 21.6 24.4 3.4 1.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

維持していこうと考えている
墓じまいや納骨堂の返還を考えている
未定

16.2 83.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

希望する 希望しない 無回答

39.7 

30.8 

24.8 

17.1 

12.1 

1.9 

6.7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

既にお墓や納骨堂を持っているため

承継者はいるが、子や孫の代に負担をかけたくないため

お墓や納骨堂を取得する際や維持管理費用の負担が大きい

ため

承継者がいないため

既にお寺で永代供養してもらっている(または今後永代供養し

てもらう予定)ため

合葬式墓地や共同墓地などに納骨している(または今後納骨

する予定)ため

その他

(%)

(n=315)
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問 もしもあなたの世帯がお墓や納骨堂を取得するとしたら、どのような管理運営のお墓・

納骨堂を希望しますか。３個まで選択可能です。 

 
 
（２）西宮市立墓地の面積・区画数・使用料 

 
※区画数の合計に白水峡合葬式墓地の収蔵数は含めていない。 

 

32.2 

23.1 

21.0 

18.1 

13.6 

11.4 

7.7 

4.3 

3.2 

1.6 

22.6 

2.1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

市などの自治体が管理運営する

お墓・納骨堂

市などの自治体が管理運営する

合葬式墓地・共同墓地

お寺が管理運営するお墓・納骨堂

樹木葬(管理運営者は問わない)

海洋散骨

民間業者が管理運営する

霊園墓地・納骨堂

お寺が管理運営する

合葬式墓地・共同墓地

民間業者が管理運営する

合葬式墓地・共同墓地

地域の管理組合などが管理する

お墓・納骨堂

地域の管理組合などが管理する

合葬式墓地・共同墓地

わからない

その他

(%)

(n=376)

面積 ㎡ 区画数 1㎡あたり使用料   円

120,486 9,298 537,000〜732,000＋α（間口、立地による加算）

876 2〜5年 12,000〜100,000

129,622 4,380 268,500〜366,000＋α（間口、立地による加算）

369,721 11,130 179,000〜244,000＋α（間口、立地による加算）

上田墓地

中津墓地

上鳴尾墓地

629,102 26,947 別途、墓石代と管理料が使用料総額の10％必要

合葬室    10,000体 50,000円/1体
一時安置室 1,500体 100,000/1体  記名板 30,000円

鳴
尾
3
墓
地

1,263 268,500〜366,000＋α（間口、立地による加算）

合計

9,273

白水峡
合葬式墓地

満池谷墓地

満池谷納骨堂

甲山墓園

白水峡公園墓地（一般）
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（３）墓地返還の増加とその理由 

市立墓地の返還数は、増加傾向にあり、その返還理由は、「墓を維持できる跡継ぎがい

ない」「子どもに迷惑をかけたくない」等の理由で管理や承継が不要の墓に遺骨を移す、

いわゆる「墓じまい」のケースや、墓から離れた場所に住まいを構えたことで、墓の管理

が難しくなり、管理が容易な居住地近くに改葬するなどのケース等様々である。  

 
表２ 市立墓地返還数の推移（資料：西宮市） 

 
（４）西宮市立墓地の公募数の推移と申込のない区画の存在 

一般墓地の募集については、毎年行っていた白水峡公園墓地の新規区画の公募が一区切

りした平成２８年度以降減少したが、返還墓地を定期的に公募しており、市民の墓地に対

するニーズに対応してきた。 

応募倍率は、市南部に位置する満池谷墓地、甲山墓園の人気が高く、市北部に位置する

白水峡公園墓地については、市南部の市立墓地と比較すると低い傾向にあり、直近の応募

の倍率が 1倍を切っている。また、満池谷墓地、甲山墓園、白水峡公園墓地のいずれも公

募しても申込のない区画が存在する。 

（上段：公募数 下段：応募倍率） 

 
表３  西宮市立墓地の公募数の推移（資料：西宮市） 

 

墓地名＼年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5
満池谷墓地 25 16 21 34 42 31 53 41 35 33 29 48 37
甲山墓園 11 4 18 14 14 11 12 24 21 14 30 32 36
白水峡公園墓地 12 24 14 24 27 18 26 26 44 36 36 58 68
鳴尾３墓地 3 1 2 5 8 2 3 0 4 0 4 7 8
満池谷納骨堂 18 19 21 16 13 18 16 32 20 16 55 24 23
計 69 64 76 93 104 80 110 123 124 99 154 169 172
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表４  西宮市立墓地の公募で申込のなかった区画数（資料：西宮市） 

 

（５）合葬式墓地の整備と運用開始 

管理・承継を必要とせず安価な墓地のニーズに対応するため、白水峡公園墓地内に合葬

式墓地を整備し、令和５年１０月から利用申込みを開始した。 

応募状況は、令和 5年度末時点で 808 体（一時安置 45体含む）の申込があった。合葬

式墓地は供用開始後 40年で、焼骨を 10,000 体収蔵（収蔵可能焼骨数 10,000 体）する想

定であることから、申込開始から半年で 808 体の申込件数は想定を超えるペースである。 

また、市立の一般墓地から合葬式墓地に改葬された方は、令和 5年度末時点で 91 件

（255 体）あり、墓じまいのニーズにも対応している状況である。 

 

 

 

３．家族葬の増加等 

近年、核家族化の進展などの社会情勢の変化により、葬儀についても、主流であった親族

のみならず近所や会社関係など、多くの参列者がある大きな葬儀から、規模の小さな家族の

みが参列される安価でコンパクトな「家族葬」を希望される方が増えている。 

 

（１）市営葬儀の利用状況 

平成 30 年度以降、コロナ禍における「密」を避ける目的もあってか、家族葬や火葬のみ

の直葬も積極的に実施している低廉かつ簡素な市営葬儀の利用が増えたが、ここ数年は以

前の水準に戻りつつある。 

 

表５ 市営葬儀件数の推移（資料：西宮市） 

  

満池谷墓地 繰越区画数 甲山墓園 繰越区画数 白水峡公園墓地 繰越区画数
平成28年度 11 平成29年度 2 平成30年度 39
令和2年度 13 令和3年度 14 令和元年度 32
令和4年度 17

年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5
市営葬儀件数 476 544 607 638 562 541
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（２）家族葬等への対応 

 葬儀については、価値観の多様化にともない、家族のみで執り行う「家族葬」や火葬の

み執り行う「直葬」も見られるようになっていることから、これらのシンプルな葬儀に対

応することが求められている。なお、市営葬儀に占める家族葬及び直葬の割合は過去 3 か

年度において 6割弱を占めている。 

        

表６ 市営葬儀における家族葬件数の推移（資料：西宮市） 

 

 

表７ 市営葬儀における直葬件数の推移（資料：西宮市） 

 

（３）斎場施設の老朽化等 

 令和２年度より市営葬儀専用施設となっている「満池谷斎場」（以下、「斎場」とい

う。）については、竣工から 30 年以上経過していることから施設の老朽化が進んでお

り、利用者アンケートにおいても、施設の老朽化（設備の古さ（トイレが和式であること

やシャワー室がないこと等も含む。）への対応を望む意見が散見される。また、遺体安置

所が斎場とは別棟で簡易な建物内に設置されており、設置場所の改善が求められている。 

 

４．火葬件数の増加等 

 満池谷火葬場は、年間３５１日（友引日の一部と１月１日、１月３日休場）稼働してい

る市民生活には欠かせない施設であるが、少子高齢化の進展にともなう多死社会の到来が

想定されており、火葬件数が今後増加していくことが想定されることから、こういった状

況を踏まえた対応が求められている。 

 

（１）満池谷火葬場の利用状況 

 満池谷火葬場における火葬件数は、平成 30 年度以降、増加傾向にある。 

 

表８ 火葬件数の推移（資料：西宮市） 

年度 R3 R4 R5
家族葬件数 266 234 231

年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5
直葬件数 51 83 111 102 100 92

年度 H30 R1 R2 R3 R4 R5
火葬件数 4,378 4,371 4,566 4,953 5,095 5,270

うち市内利用 3,934 3,964 4,144 4,441 4,530 4,603

うち市外利用 444 407 442 512 565 667
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（２）火葬場の市民優先枠 

 満池谷火葬場は 10 時から 15 時までの 1 時間ごとに３炉ずつ使用可能となっており、使

用可能な３炉のうち１炉について市民以外の利用の枠として設定している。ただし、15時

の３炉については例外的に全て市民の枠としている。なお、市民以外の利用枠について空

きがあれば、市民の利用が可能となる。 

 
図１ 火葬場使用炉ローテーション（資料：西宮市） 

 

 

（３）火葬炉等の計画的な更新 

 満池谷火葬場は、平成３年から稼働しており、設備の維持のため、令和元年度から令和

５年度にかけては、１年度あたり２～３炉の耐火煉瓦積み替え工事等を実施している。 

安定した火葬場の運営を行っていくためには、計画的に火葬炉等の設備を更新していく

必要があり、高額となる火葬炉等の設備の更新に必要な財源を確保する必要がある。 

財源確保の方法を検討するにあたっては、他市で取り組まれている火葬場において収骨

（お骨上げ）後に、収骨されなかったお骨や灰（以下、「残骨灰」という。）を活用する

といった事例も参考に検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1号炉 2号炉 3号炉 4号炉 5号炉 6号炉 7号炉 8号炉 9号炉 10号炉 11号炉
10時 〇 〇 〇
11時 〇 〇 〇
12時 〇 〇 〇
13時 〇 〇 〇
14時 〇 〇 〇
15時 〇 〇 〇

1系統 2系統 3系統 4系統 5系統
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第３章 今後の斎園事業の方向性 

 

１．墓園事業 

（１）多死社会の到来を踏まえた墓地の適切な供給量の確保 

・今後、一般墓地の新規整備は行わずに、墓地の返還にともなう空き区画の再公募によ

り墓地需要に対応する。 

・空き区画となった墓地を整理し、早期に公募することができるよう墓地公募事務の民

間委託を行う。 

・一般墓地の需要を満たすため、応募者の当選機会を増やせるよう公募方法の見直しを

行う。 

 ・公募しても申込のない一般墓地のうち大きな区画で使用料が高額となっていることが

要因となっていると考えられるものについては、申込みが多くある区画面積になるよ

う区画割を見直す。 

 ・白水峡公園墓地は、直近の公募における応募倍率が１倍を切っていることから、随時

募集に変更することで、空き区画解消に努める。 

市立墓地の名称 令和６年度から令和１０年度までの公募予定数 

満池谷墓地 230 区画 

満池谷納骨堂 90 壇 

甲山墓園 105 区画 

白水峡公園墓地 令和６年度 80 区画、令和７年度以降 400 区画以上随時募集 

鳴尾３墓地 40 区画 

白水峡合葬式墓地 8,800 体以上収蔵可能 ※随時募集 

表９ 市立墓地の公募予定数 

 

（２）多様な墓地ニーズへの対応 

・一般墓地以外の墓地を希望される方が増えてきていることから、合葬式墓地の申し込

み状況を注視しつつ、他市の特徴的な墓地（樹木葬など）の例を研究するなどにより

多様な墓地に対するニーズの把握に努める。 

・市立一般墓地を返還し、合葬式墓地へ改葬される方に対して、合葬式墓地の使用料を

免除するほか、墓じまいを検討されている方に対する支援策を検討する。 
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（３）墓地管理の民間委託の促進 

・市立墓地の管理については、指定管理者制度の導入が進んでいるが、市直営の墓地に

ついて事務の効率化とサービス向上による利用促進のため、さらなる指定管理者制度

の導入を検討する。 

    

表 10 主な市立墓地の運営の方向性 

 

２．満池谷斎場事業 

（１）施設の老朽化や家族葬等への対応 

・施設の老朽化については、中長期修繕計画に基づいた修繕により適切に対応する。 

・利用者アンケートで指摘されている施設の設備の古さ（トイレが古い、シャワー室が

ない。など）については、現代における標準的な設備となるよう改修を検討する。 

・遺体安置所が斎場外の簡易な建物内にあることや市営葬儀の約４割が家族葬となって

いる実情に鑑み、斎場内に遺体安置所や家族葬に対応するコンパクトな部屋を設ける

などの改修を検討する。 

 

３．火葬場事業 

（１）火葬場事業を取り巻く状況を踏まえた適正な使用料への見直し等 

・火葬場使用料について、平成 25年度包括外部監査の結果報告書によるとその受益者

負担割合は 50％程度とされているが、本市の施設使用料算定指針にもあるように近隣

市の水準との比較による政策的な判断としての見直しも否定できないものである。 

・満池谷火葬場については、令和９年度以降５年で約６億５千万円をかけて、火葬炉の

解体更新工事を行う予定となっていることから火葬場の運営、維持に関する費用の財

源確保のためにも、火葬場使用料の見直しを行う必要がある。 

・特に、市民以外に適用される大人の火葬場使用料については、近隣市と比較して、1

万円以上低くなっており、使用料の見直しに向けた検討が必要である。 

・本市の火葬場は西宮市満池谷火葬場しかなく、火葬場の利用が増加傾向にあることに

ともなって市民以外の火葬場の利用も増加傾向にあることから、市民以外の利用によ

る市民利用枠の圧迫の抑制、負担の公平性を図るため、近隣市と比較して低額である

火葬場使用料について市外区分（市民以外に適用される使用料）を中心に見直しを行

う。 

墓地名 運営管理 今後の管理運営の方向性
満池谷墓地
満池谷納骨堂
甲山墓園 指定管理者
白水峡公園墓地 指定管理者

直営
指定管理者
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・火葬場使用料の見直しにあたっては、近隣市との均衡を考えた場合、例えば、市内の

大人の使用料は２割程度の増額、市外の大人の使用料は、市内の大人の使用料の４倍

程度であっても妥当と思われる。 

 

表 11 本市と近隣市の火葬場使用料の比較 

 

（２）残骨灰の取り扱いの見直しの検討 

・令和６年第 1回市政モニター調査において、自治体が残骨灰に含まれる有価物を収益

化し、市民サービスに還元することについて質問したところ、「賛成」「どちらかと

いうと賛成」の合計が約８割を占めた。 

・残骨灰には、金などの貴金属を含む有価物が含まれているが、これを収益化し、市民

サービスに還元している自治体もあることから、こうした事例も参考に、ご遺族の心

情や故人の尊厳に十分配慮したうえで、火葬炉の更新などの火葬場設備維持に係る財

源に充てる前提として、残骨灰の取り扱いの見直しを検討する。 
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第４章 今後の予定 

 今年度、満池谷墓地を 50 区画、白水峡公園墓地（一般墓地）を 80区画公募しており、

白水峡合葬式墓地については随時募集を行っている。来年度以降も白水峡合葬式墓地の随

時募集、計画的な区画墓地の公募を実施していく予定。 

 満池谷斎場については、市民のニーズや老朽化に対応した適切な改修を検討する。 

 火葬場使用料の見直しに係る条例改正の議案を令和７年３月市議会にて上程、周知期間

を３か月設けて、令和７年７月１日施行を予定。 

 残骨灰の処理見直しについては令和７年度中の実施に向け、各種手続きを進める。 
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 資 料  

 
 
 
  



13 
 

１ 市立墓地の概要 

 
 
  

鳴尾３墓地   
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（令和 6 年 4 月 1 日時点） 
墓地名 所在地 面積 区画数 

①満池谷墓地 奥畑、神原 120,486 ㎡ 9,298 区画 
 
②甲山墓園 

甲山町 
甲陽園目神山町 
鷲林寺 2 丁目 

 
129,622 ㎡ 

 
4,380 区画 

③白水峡公園墓地 山口町中野 369,721 ㎡ 11,130 区画 
鳴尾 3 墓地 
※上鳴尾、上田、 

中津 

上田東町 
南甲子園 3 丁目 
上鳴尾町 

 
9,273 ㎡ 

 
1,263 区画 

 
合葬式墓地名 所在地 収蔵可能数 備考 

③白水峡合葬式墓地 山口町中野 10,000 体 一時安置室 1,500 体 
 

納骨堂名 所在地 納骨壇の基数 備考 
①満池谷納骨堂 奥畑 876 基 5 段式 570 基 

3 段式 306 基 
 
○満池谷斎場の概要 
 所在地   神原 13 番 41 号 
 建築面積  488.25 ㎡ 

延床面積  632.10 ㎡ 
構造    鉄骨造平家建一部 RC 構造（地階） 
主要施設  斎場（60 名収容）、ホール、和室 A（18 畳） 
      和室 B（18 畳）、事務室 
竣工    平成 3 年 3 月 

 
○満池谷火葬場の概要 
 所在地   奥畑 7 番 115 号 
 建築面積  844.80 ㎡ 

延床面積  789.48 ㎡ 
構造    鉄筋コンクリート造 2 階建 
主要施設  火葬炉 11 基、炉前ホール、告別室、収骨室 
      待合室、事務室、監視室 
竣工    平成 3 年 3 月 

 



15 
 

２ 西宮市立墓地の空き区画の推移 

 
 

３ 西宮市立墓地の収入の推移                       

（単位：千円） 
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４ 市立墓地の需要予測と供給見込み 
※大阪府方式による需要予測 
 潜在的墓地需要を持つ世帯数に 1 世帯あたりの年間死亡者数を掛け合わせる。 

＜計算式＞ 
当該年の死亡者総数×定住志向率×（傍系世帯率＋取得希望世帯率）/２ 

※供給の考え方 
合葬式墓地（10,000 体）については供給を 30 年で均等に行うと仮定。 
返還見込みの数は過去 3 か年度の平均値を採用し、同数を毎年供給するとした。 

 
表 市立墓地の予測需要 
 
 

 

 
表 市立墓地の需給予測 

 
 
 
 

十分な空き区画数 30 年で 10,000 体収蔵
すると仮定した場合 
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５ 残骨灰に関する市政モニター調査結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

火葬時に残骨灰が残ることを知っていますか。 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和６年度（2024年度） 市政モニター調査結果（抜粋） 

西宮市市政モニターの皆様を対象に2024年７月に墓地に関する市民ニーズ調査を実施し、ご意見
をお聞きしました。ご回答して頂きましたモニターの皆様には、厚くお礼申し上げます。 

■有効回答率︓86.1％（回答者数 438人／全モニター数 509人） 
■有効回答者の構成割合について 
・性別  

男性︓46.6％ 女性︓53.2％ その他︓0.2％ 

・年代別 
10歳代︓2.1％ 20歳代︓9.6％ 30歳代︓17.4 40歳代︓18.5％ 
50歳代︓24.9％ 60歳代︓15.1％ 70歳代︓10.7％ 80歳以上︓1.8％ 

46.6 53.2 0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 女性 その他

2.1 9.6 17.4 18.5 24.9 15.1 10.7 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代

５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳以上

80.6 19.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている。 知らない。

火葬時に残骨灰が残ることにつ
いてお尋ねしたところ、「知ってい
る。」が最も多く80.6％と、半数を
超えています。 

次いで「知らない。」が19.4%と
なっています。 

【n=438】 

【n=438】 

【n=438】 

残骨灰の取り扱いについて 

墓地に関する市民ニーズ調査（抜粋） 
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残骨灰には、ダイオキシン等の有害物質が含まれており、無害化処理が必要であることを知っていま
すか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

残骨灰に歯の治療等に用いられた金・銀・パラジウム等の有価物が含まれている場合があることを知
っていますか。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
住民サービスに還元することを目的として、残骨灰に含まれる金・銀・パラジウム等の有価物を収益化
している自治体があることを知っていますか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.6 87.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている。 知らない。

残骨灰には、ダイオキシン等の
有害物質が含まれており、無害化
処理が必要であることについてお尋
ねしたところ、「知らない。」が最も
多く87.4％と半数を超えていま
す。 

次いで「知っている。」が12.6％
となっています。 

【n=438】 

57.3 42.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている。 知らない。

残骨灰に歯の治療等に用いら
れた金・銀・パラジウム等の有価物
が含まれている場合があることにつ
いてお尋ねしたところ、「知ってい
る。」が最も多く57.3％となっていま
す。 

次いで「知らない。」が42.7％と
なっています。 

【n=438】 

13.5 86.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている。 知らない。

住民サービスに還元することを目
的として、残骨灰に含まれる金・
銀・パラジウム等の有価物を収益
化している自治体があることについ
てお尋ねしたところ、「知らない。」
が最も多く86.5％と半数を超えて
います。 

次いで「知っている。」が13.5％
となっています。 

【n=438】 
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ご遺族が部分収骨（お骨を一部収骨すること）か全収骨（お骨全てを収骨すること）を選べること
を前提に、有価物を取り除いた後の残骨灰を無害化し適切な供養地に埋葬することを条件として、
自治体が残骨灰に含まれる有価物を収益化し、市民サービスに還元することについてどのようにお考
えますか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
残骨灰に含まれる有価物を収益化し、市民サービスに還元することについて 
「どちらかというと反対」「反対」と回答された方にうかがいます。その理由は何ですか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50.0 29.0 16.0 3.9 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賛成 どちらかというと賛成

どちらでもない どちらかというと反対

反対

残骨灰に含まれる有価物を収益
化し、市民サービスに還元することに
ついてお尋ねしたところ、「賛成」が
最も多く半数の50.0％となっていま
す。 

次いで「どちらかというと賛成」が
29.0 ％ 、 「 ど ち ら で も な い 」 が
16.0％、「どちらかというと反対」が
3.9％、「反対」が1.1％の順になっ
ています。 

63.6 13.6 9.1 13.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

残骨灰は収骨できなかったご遺骨の一部であり、遺族感情として残骨灰で収益化を図ること
自体が適切ではないと考えるため。

そもそも、残骨灰に含まれる有価物で収益化を図ることができるのか、疑問を感じるため。

残骨灰に含まれる有価物で得た収益は、その特殊性から、あらかじめ利用目的を明確にして
活用すべきだと考えるため。

その他

残骨灰に含まれる有価物を収益
化し、市民サービスに還元することに
ついて「どちらかというと反対」「反対」
と回答した理由についてお尋ねした
ところ、「残骨灰は収骨できなかった
ご遺骨の一部であり、遺族感情とし
て残骨灰で収益化を図ること自体
が適切ではないと考えるため。」が最
も多く63.6％で、半数を超えていま
す。 

次いで「そもそも、残骨灰に含ま
れる有価物で収益化を図ることがで
きるのか、疑問を感じるため。」と「そ
の他」が同率で13.6％、「残骨灰
に含まれる有価物で得た収益は、
その特殊性から、あらかじめ利用目
的を明確にして活用すべきだと考え
るため。」が9.1％の順となっていま
す。 

その他の意見は、「利益はその家
族に還元させるべき。」「宗教倫理
的に識者の見解を（牧師、神父、
僧侶、神主）を含めた特別委員会
で十分に議論が必要。」などです。 

【n=22】 

【n=438】 


